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単品スライド条項運用マニュアル（案）における「残工期」について 

 

 平素は、本市上下水道事業にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

現在、中東情勢の変化による影響もあり、原油価格をはじめとするエネルギーコストや原

材料費の上昇（アスファルト混合物の価格高騰等）が懸念されております。 

工事請負契約書には、賃金水準又は物価水準の変動により、請負代金額が不適当となった

場合、請負代金額の変更を求めることができる、いわゆる「スライド条項」が規定されてい

ますが、この度、単品スライド条項運用マニュアル（案）の残工期について、当面の間、以

下のとおり取扱うこととしますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 残工期の取扱い 

残工期が２ケ月未満の工事であっても、単品スライド条項の対象とする。 

 

２ 留意事項 

・ 単品スライドの請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が

確保できるよう、工期末の２ヶ月前までを原則としていましたが、当面の間、残工期

が２ヶ月未満の工事であっても、適切な工期を確保（工期延期含む）のうえで、単品ス

ライドの請求を可能とします。 

・ 単品スライドの請求を行う可能性がある場合は、速やかに監督職員と協議をお願いし

ます。 

 

３ （参考）単品スライド条項運用マニュアル（案） 

・ 工事請負契約書第２８条第６項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）（令和４

年１１月 京都市上下水道局） 

URL：https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000353302.html 
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